
上限額
　１回目 23,910 円

　２回目 5,160 円

　３回目 5,160 円

　４回目 5,160 円

　５回目 5,160 円

　６回目 17,870 円 ※

　７回目 5,160 円

　８回目 7,590 円

　９回目 5,160 円

１０回目 5,060 円

１１回目 13,220 円 《お問い合わせ先》

１２回目 5,060 円 四日市市役所　こども未来部　こども保健福祉課　母子保健係

１３回目 5,060 円 〒５１０－００８５　　　　四日市市諏訪町２－２

１４回目 5,060 円 ＴＥＬ　０５９－３５４－８１８７　　　　ＦＡＸ　０５９－３５４－８０６１

上限額
　１回目 23,860 円

　２回目 5,110 円

　３回目 5,110 円

　４回目 5,110 円

　５回目 5,110 円

　６回目 17,140 円 ※

　７回目 5,110 円

　８回目 7,640 円

　９回目 5,110 円

１０回目 5,110 円

１１回目 13,170 円 《お問い合わせ先》

１２回目 5,110 円 四日市市役所　こども未来部　こども保健福祉課　母子保健係

１３回目 5,110 円 〒５１０－００８５　　　　四日市市諏訪町２－２

１４回目 5,110 円 ＴＥＬ　０５９－３５４－８１８７　　　　ＦＡＸ　０５９－３５４－８０６１

ただし、左記の金額は令和６年４月１日から令和７年３月３１日に母子
健康手帳別冊交付を受けた場合にのみ適応されます。それ以前、ま
たは以降に受診された分の金額に関しましては、担当係までご連絡く
ださい。

ただし、左記の金額は令和５年４月１日から令和６年３月３１日に母子
健康手帳別冊交付を受けた場合にのみ適応されます。それ以前、ま
たは以降に受診された分の金額に関しましては、担当係までご連絡く
ださい。
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